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シームレスな垂直・水平統合を指向した社会医学系領域の医師のキャリアとコンピテンシーの確立 

 

研究代表者 和田 裕雄  順天堂大学大学院医学研究科・教授 

 

研究要旨 

持続可能な社会の構築にとって平時および健康危機管理時を包括した社会医学領域の諸活動なら

びにその維持・向上に同領域の医師の確保・育成が重要である。しかし、本邦における社会医学・公

衆衛生学領域を専門とする医師の割合は僅か 1.2%にすぎず（平成 28 年の医師調査）、新型コロナウ

イルス感染症禍を経験した本邦では喫緊の課題である。本課題の解決に向け、先行研究（「公衆衛生等

の社会医学系分野で活躍する医師の育成・確保に向けた研究（19LA1002）代表 磯博康」、平成 31

～令和 2 年度）では、医学生、若手および中堅医師に対して、同領域の医師のキャリアおよびコンピ

テンシーの明示が不十分であることを明らかにし、その対策として、動画、漫画、医師のインタビュ

ー記事作成、コンテンツを作成した。本コンテンツは社会医学系領域におけるシームレスな卒前卒後

教育体制の確立、ひいては、社会医学領域・公衆衛生学領域の医師の確保・育成にも役立つと考えら

れた。さらに、柔軟な対応が求められる危機管理時の人材確保には障害となる可能性があり、専門領

域間のシームレスな関係構築についての検討も必要である。 

 本研究では、以上の問題意識および解決手法を継続して、次の目的を遂行する研究を立案した。 

（１）社会医学系医師のキャリアおよびコンピテンシーに関する情報蓄積 

（２）対象（高校生、医学生、医師）を考慮したコンテンツの周知および効果的な活用方法の検討 

（３）専門領域間のシームレスな関係構築に関する検討。 

（４）医療保健福祉関連法令の改定の検討 

 まず、キャリアについては、医師へのインタビュー記事の拡充を図り、社会医学系専門医協会から

の発信力強化を促した。さらに、同協会における専門医、指導医、専攻医を対象とする社会医学領域

の医師の調査体制を確立し、実際に調査を実施した。その調査の結果、社会医学系領域の医師を継続

する要点が明らかとなった。 

 さらに、社会医学系領域・公衆衛生学領域の医師のコンピテンシーについては、学会におけるシン

ポジウムでの議論、マイナビ・レジデントフェスティバルでの学生とのやり取り、大学での学生指導、

新型コロナウイルス感染症対策等での公衆衛生活動から明らかとなると考えられ、社会医学系領域・

公衆衛生学領域の医師の諸活動をまとめ、議論した。 

 令和４年度の研究では医療保険福祉関連法令で定められた組織や会議体規定の中で、社会医学系医

師の活躍を促進する項目を整理し、また厚生労働省と意見交換の場を持った 
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Ａ．研究目的 

持続可能な社会の構築にとって平時および健康

危機管理時を包括した社会医学領域の諸活動なら

びにその維持・向上に同領域の医師の確保・育成

が重要である。しかし、本邦における社会医学・公

衆衛生学領域を専門とする医師の割合は僅か

1.2%にすぎず（平成 28 年の医師調査）、新型コロ

ナウイルス感染症禍を経験した本邦では喫緊の課

題である。 

本課題の解決に向け、社会医学系専門医協会お

よび同協会を構成する８学会・６機関が共同で実

施した医師確保に向けた研究（「公衆衛生等の社会

医学系分野で活躍する医師の育成・確保に向けた

研究（19LA1002）代表 磯博康」、平成 31～令和

2 年度）では、医学生、若手および中堅医師に対し

て、同領域の医師のキャリアおよびコンピテンシ

ーの明示が不十分であることが指摘された。その

対策として、社会医学領域・公衆衛生学領域の医

師のキャリア明示およびコンピテンシー明示に向

けて、動画、漫画、医師のインタビュー記事作成、

および各社会医学系領域の機関の情報収集を実施

し、ウエブサイトおよび紙媒体のいずれでも活用

可能なコンテンツを作成した。本コンテンツは社

会医学系領域におけるシームレスな卒前卒後教育

体制の確立、ひいては、社会医学領域・公衆衛生学

領域の医師の確保・育成にも役立つと考えられた。 

さて、医師は初期臨床研修前後に専門を決める

と、一生、その専門領域で活動する傾向が強く、本

体制は専門医養成には適していると考えられる反

面、柔軟な対応が求められる危機管理時の人材確

保には障害となる可能性があり、専門領域間のシ

ームレスな関係性の構築についての検討も必要で

ある。 

以上の議論を踏まえ、以下の項目を目的とする

本研究を立案した。 

①社会医学系医師のキャリアおよびコンピテン

シーに関する情報蓄積 

②コンテンツの周知および効果的な活用方法の

策定 

③専門領域間のシームレスな関係構築に関する

検討 

④シームレスな関係構築に資する法令の整理と

改正案の検討 

 

 以上の目的達成に向けて、以下の調査研究を令

和３年度より継続して、令和４年度も遂行した。 

（１）社会医学系医師のキャリアおよびコンピテ

ンシーに関する情報蓄積 

（２）対象（高校生、医学生、医師）を考慮したコ

ンテンツの周知および効果的な活用方法の検討 

（３）専門領域間のシームレスな関係構築に関す

る検討。 
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（４）医療保健福祉関連法令の改定の検討 

 

なお、本研究では、社会医学系専門医協会が主

体となる「オール社会医学」の体制でこれまでの

研究を継続的に発展させていくことを目的として、

次の独創性を有すると考えられた。 

①社会医学領域の各分野での問題点が迅速に共

有されること。 

②具体的な活用手法を考慮したコンテンツの作

成と展開が可能であること。 

③社会医学系領域におけるシームレスな卒前卒

後教育体制の確立を目指すこと。 

④平時および健康危機管理時を包括する社会医

学領域の人材の養成・確保の問題に取り組むこ

と。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）社会医学系医師のキャリアおよびコンピテ

ンシーに関する情報蓄積 

（１－１）キャリアについて 

１．本厚労科学研究班の持続可能な成果物活用を

めざして、社会医学系専門医協会と共同で、同協

会ホームページにコンテンツを集約し、周知する

体制を構築すべく同協会と共同作業を行った。 

２．公衆衛生医師のキャリアを紹介する追加コン

テンツを、リーチする対象および手法をも考慮し

て作成した。 

  当初、漫画の追加作成を予定していたが、新型

コロナウイルス感染症禍および諸費用の関係から、

インタビュー記事作成に注力することとした。医

師へのインタビュー記事の拡充については、令和

３年度に実施したマイナビ・レジデントフェステ

ィバルにおける学生の声を反映させて、社会医学

系領域を志した理由にも注目してインタビューを

実施した。社会医学領域内のテーマとして、「グロ

ーバルヘルス」「災害医療」「キャリアの明示」が挙

げられた。令和４年度には、以上を鑑みてインタ

ビュー記事を作成した。 

 

３．社会医学領域の医師の調査体制の確立 

３－１．全国衛生学公衆衛生学教育協議会加盟研

究室・講座のホームページ調査 

 大学講座等のホームページで、社会医学系専門

医への言及および社会医学系専門医協会ウエブサ

イトへリンクを増加させることは、社会医学系領

域、公衆衛生学領域の医師の確保・育成に重要で

あると考えられる。そこで、全国衛生学公衆衛生

学教育協議会の会員名簿をもとに、社会医学系専

門医制度に関する言及または社会医学系専門医協

会へのリンクの有無を調べた。 

なお、先行研究（「公衆衛生等の社会医学系分野

で活躍する医師の育成・確保に向けた研究

（19LA1002）代表 磯博康」、平成 31～令和 2 年

度）での調査では、大学講座等ホームページで、社

会医学系専門医への言及および社会医学系専門医

協会ウエブサイトへリンクを調査したが、社会医

学系専門医協会ウエブサイトへの言及およびリン

クのある大学社会医学領域講座ウエブサイトは令

和２年 10 月時点で 6%であった（N=84 大学 188

講座）。 

 

３－２．社会医学系領域の医師のキャリアとコン

ピテンシーの確立を目的としたアンケート調査 

 令和３年度の調査研究で実施した社会医学系専

門医協会のプライバシーポリシー改訂により、社

会医学系専門医協会と共同で、社会医学系専門医、
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指導医、専攻医を対象とした調査が可能な体制を

確立された。 

 社会医学系専門医の確保・育成に関する課題は、

同専門医あるいは指導医の更新時に表面化すると

考えられたため、さらに専門医制度設置の経緯よ

り令和３年～令和５年にかけて最初の更新件数が

多数あることが予想されたため、令和４年度中に

更新する専門医と指導医、さらに専攻医を対象に

調査を実施した。 

 令和４年度は、以下の項目を含む情報について

調査し、考察を加えた。 

 ①収入およびキャリア 

 ②社会医学系領域の専門医あるいは医師の在り

方に関する考え方 

 

 令和４年度研究では、以下のリサーチクエスチ

ョン（以下 RQ）を立て、専門医・指導医を更新、

継続するか否かに関する要件を探索的に調査した。 

 

RQ１ 専門医・指導医の更新の意向がないのはど

の年代か 

RQ２ 専門医・指導医の更新の意向に男女差はあ

るか 

RQ３ 専門医・指導医の更新の意向がない者の割

合が多いのはどの構成学会・団体か 

RQ４ 専門医・指導医の更新の意向がない者の割

合は臨床系専門医の有無で差があるか 

RQ５ 専門医・指導医の更新の意向と公的委員な

どの立場は関係あるか？ 

RQ６ 社会医学系専門医制度についてどのよう

に考えている人が更新意向をもっていないか 

RQ７ 専門医・指導医の更新の意向と収入には関

係があるか？ 

 

（１－２）コンピテンシーについて 

 社会医学系領域・公衆衛生学領域の医師のコン

ピテンシーは、学会におけるシンポジウムでの議

論、マイナビ・レジデントフェスティバルでの学

生とのやり取り、大学での学生指導、新型コロナ

ウイルス感染症対策等での公衆衛生活動から明ら

かとなると考えられ、以下の機会における、社会

医学系領域・公衆衛生学領域の医師の諸活動をま

とめた。 

 

１．参加プロジェクト、活動 

１）公衆衛生医師の観点から 

 日本内科学会総会、日本医学教育学会大会、日

本公衆衛生学会総会で、各学会および社会医学系

専門医協会とで、合同シンポジウム等を開催し、

キャリアおよびコンピテンシーについて議論した。 

 

２）産業医の観点から 

 学部学生への卒後臨床研修の情報提供イベント

マイナビ・レジデントフェスティバル大阪・東京

会場に出展した。学部学生、将来のキャリアに関

する対話を通して、その動向を探るとともに、そ

の際に明示すべきコンピテンシーについても検討

を加えた。 

 

３）研究医の観点から 

 将来、社会医学系領域の研究医としてのキャリ

アを築くシステムが構築されている大学における

医学部教育の特色を調査することにより、社会医

学系領域の研究医の確保・育成ために必要な要件

を探索した。 
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（２）対象（高校生、医学生、医師）を考慮したコ

ンテンツの周知および効果的な活用方法の検討 

学部学生と研修病院のマッチングイベントにお

ける「キャリアの展示」を実施した。 

 

（３）専門領域間のシームレスな関係構築に関す

る検討 

 日本医学教育学会および日本内科学会とシンポ

ジウムの場を通じて議論を重ねた。 

 

（４）社会医学系専門医制度を法的に位置付ける

余地についての検討 

社会医学系専門医制度を法的に位置付けること

を検討した前研究班では、以下の項目について議

論された。 

１）病院の要件に社会医学系専門医を必置とする 

２）地域医療支援病院に必置とする 

３）特定機能病院に必置とする 

４）災害拠点病院に必置とする 

５）がん拠点病院に必置とする 

６）地域医療連携推進法人に要件とする 

７）臨床研修支援病院に必置とする 

８）医療審議会（医療計画、地域医療構想）の構成

員として掲げる 

９）衛生保健所に必置とする 

10）国立研究機関の研究企画委員に必置とする 

 

 令和４年度の研究では医療保険福祉関連法令で

定められた組織や会議体規定の中で、社会医学系

医師の活躍を促進する項目を整理し、また厚生労

働省と意見交換の場を持った。 

 

（倫理面への配慮） 

 研究全体の倫理面への配慮については、必要に

応じて「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針（文部科学省）」の趣旨に基づき実施した。ア

ンケート調査は順天堂大学医学部医学系研究等倫

理委員会の承認（E22-0271-M01）を経て実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）社会医学系医師のキャリアおよびコンピテ

ンシーに関する情報蓄積 

（１－１）キャリアについて 

１．本厚労科学研究班の持続可能な成果物活用を

めざして、社会医学系専門医協会と共同で、同協

会ホームページにコンテンツを集約し、メールマ

ガジン、ニュースレター発行、さらには、随時メー

ルで専門医、指導医、専攻医に対して情報を周知

する体制を構築した。 

令和 5 年度に行われる第 31 回日本医学会総会

（東京、令和 5 年 4 月）、第 82 回日本公衆衛生学

会総会（つくば、令和 5 年 11 月）では、本成果物

を活用して、「社会医学・公衆衛生学領域のキャリ

アとコンピテンシーを展示するコーナー」を設け

る予定である。 

  

２．公衆衛生医師のキャリアを紹介する追加コン

テンツ（インタビュー記事）を、リーチする対象お

よび手法を考慮して作成した。令和３年度の調査

から得られた知見を反映させた内容とした。すな

わち、 

・社会医学系領域を志した理由 

・グローバルヘルス 

・災害医療 

・キャリアの明示 

に留意した。その結果、以下の 3 名の追加インタ
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ビュー（第 13 回～第 15 回）を実施した。先行研

究（「公衆衛生等の社会医学系分野で活躍する医師

の育成・確保に向けた研究（19LA1002）代表 磯

博康」、平成 31～令和 2 年度）も合わせて全 15 回

となった。 

 

・第 13 回：高橋 礼子先生 

（愛知医科大学 災害医療研究センター講師） 

「社会を俯瞰し、災害という非常事態に備え、対

応する」 

・第 14 回：橋爪 真弘先生 

（東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻国

際保健政策学教授） 

「地球を俯瞰する視点で「環境と人の健康」を守

る」 

・第 15 回：磯 博康先生 

（国立国際医療研究センター国際医療協力局グロ

ーバルヘルス政策研究センター長） 

「日本の未来を支える「社会医学的素養のある医

師」をめざせ！」 

 以上の成果物は社会医学系専門医協会ホームペ

ージに掲載された。 

 

２．全国衛生学公衆衛生学教育協議会のサマーセ

ミナーを主催し、全国から参加した医学部生に、

社会医学・公衆衛生学に関する情報提供を行った。 

 

３．社会医学領域の医師の調査体制の確立 

３－１．全国衛生学公衆衛生学教育協議会加盟研

究室・講座のホームページ調査 

 83 大学と国立保健医療科学院の 202 の研究室・

講座を同定した。これらのホームページを閲覧し

（個別のホームページがない場合には、大学の講

座紹介ホームページを閲覧）、社会医学系専門医協

会へのリンクもしくは言及を調べたところ、秋田

大学、筑波大学、自治医科大学、埼玉医科大学、慶

應義塾大学、東京医科大学、東京慈恵会医科大学、

琉球大学の合計 8 研究室・講座のホームページに

おいてリンクないし言及を認めた。本結果は、先

行研究（「公衆衛生等の社会医学系分野で活躍する

医師の育成・確保に向けた研究（19LA1002）代表 

磯博康」、平成 31～令和 2 年度）の際に実施した

調査（合計 84 大学 188 講座、6%）より改善を認

めなかった。 

 

３－２. 社会医学系領域の医師のキャリアとコン

ピテンシーの確立を目的としたアンケート調査 

＜全体の記述分析＞ 

 全体で 919名（社会医学系専門医 90名（9.8%）、

専門医・指導医 760 名（82.7%）、専攻医 40 名

（4.4%）、その他 29 名（3.2%）より回答を得た。

専攻医、専門医、専門医・指導医の順に、女性の割

合がより高く、より若年であった。所属機関は、教

育・研究、地方行政、臨床、企業が多く、専門医、

専門医・指導医では、半数以上が臨床の専門医を

保持していた。年収は、専門医、専門医・指導医で

1200-1599 万円の層が最も多い結果が得られた。 

 

 社会医学系専門医について、臨床医学系専門医

と比較するべく、臨床専門医の有無で層別化して

回答を比較したところ、「社会医学系専門医・指導

医を維持するのにかかる経済的、時間的労力」に

ついて、「地方行政」「教育・研究」に従事する専門

医・指導医が負担を感じていることが明らかとな

った（10 点満足のスケールで、臨床専門医無し群

は5.59 (2.32)、臨床専門医有り群は 6.64 (1.72)）。 
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 次に、前掲の RQ についてまとめる。全分析対

象は 917 件（男性 647 人、女性 258 人）のうち、

となった。更新の意向が無かったのは全体で 62 名

（6.8％）であった。 

 

RQ１ 専門医・指導医の更新の意向がないのはど

の年代か 

更新意向がない年代が多いのはリタイア後と思

われる 65 歳～69 歳で 12.7％、70 歳以上で 16.9％

と最も多く、さらに、40 代未満の若年層でも 30 歳

～34 歳で 7.14％、35 歳～39 歳で 9.1％と比較的

多く、J カーブを形成していることが明らかとな

った。 

RQ２ 専門医・指導医の更新の意向に男女差はあ

るか 

更新意向が無いのは男性に多いことが秋からと

買った（男性 8.0％ vs. 女性 3.5%）。 

 

RQ３ 専門医・指導医の更新の意向がない者の割

合が多いのはどの構成学会・団体か 

更新の意向がない者の割合が高い学会は、構成

学会・団体では日本職業・災害医学会 13.1％、日

本災害医学会 7.5％、日本医師会 7.2％、公衆衛生

学会 6．29％、日本産業衛生学会 4.01％であった。

構成学会以外に臨床系学会に所属する者は 7.9％

と高かった。 

 

RQ４ 専門医・指導医の更新の意向がない者の割

合は臨床系専門医の有無で差があるか 

更新意向のない者の割合は臨床系専門医を保持

しない場合は 5.4%、何らかの臨床系専門医を持つ

場合は 7.2%と何らかの臨床系専門医を持つ場合

で 1.8%ポイント高かった。 

 

RQ５ 専門医・指導医の更新の意向と公的委員な

どの立場は関係あるか？ 

 更新意向がない人の割合は、公的委員への参加

している人で 4.05％と最も低く、過去に参加経験

がある人で 11.4%、無い人で 8.3%であった。 

 

RQ６ 社会医学系専門医制度についてどのよう

に考えている人が更新意向をもっていないか 

専門医・指導医の維持の経済的・時間的負担が大

きく、専門医等維持する意義の理解が小さく、キャ

リアとの結びつきが小さく、人脈の広がりが小さ

く、勤務先からの支援が小さく、専門医等を活かす

場が少ない者に更新意向が低いことが明らかとな

った。 

 

RQ７ 専門医・指導医の更新の意向と収入には関

係があるか？ 

図１ 専門医・指導医の更新の意向と収入 

 

年収 800 万未満では更新意向が無い割合が

16.7%とかなり高く、一方年収 2000 万円を超える

場合は 5.8%と低いことがわかった。また、年収

1600 万円以上では臨床系専門医専門医を保持し
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ている人の割合が高く、社会医学系専門医単独よ

り収入が高いことがわかった（図１）。 

 

（１－２）コンピテンシーについて 

１）公衆衛生医師の観点から 

（１）第 79 回日本公衆衛生学会総会（令和２年 10

月 20 日～22 日、オンライン開催）のシンポジウ

ム B6-3「いま、社会医学系医師を考える」（令和２

年 10 月 21 日）において、「保健所の仕事（新型コ

ロナウイルス対策含む）と期待される医師像」に

ついて発表し、公衆衛生医師に関するコンピテン

シーが明らかとなった。 

 

２）産業医の観点から 

 産業医は、労働者の健康と安全を守るために、

企業や組織における労働環境や労働条件に関する

専門的な知識や技術を持つ事が要求される。産業

医は、労働者の健康状態を評価し、労働環境の改

善や健康管理、労働者の健康教育などを行うこと

で、労働者の健康を維持・向上させる役割を担っ

ていることから明らかとなった。 

 

３）研究医の観点から 

 将来、社会医学系領域の研究に参加する体験と

継続可能なスキームを特徴づけるため、社会医学

系領域の研究医としてのキャリアを築くシステム

が構築されている大学における医学部教育の特色

を調査した。 

 医学部における研究室演習、基礎配属など  

の、研究を行うことを目的とした演習を活用し、

医学部の学生が、実際のフィールド等での現場や、

その準備、後処理などのバックヤード作業へ参加

できるよう、サポートする教員や大学院生を配置

し、自治体等の受け入れ体制などの環境を整備し

ている。 

 フィールド活動を通して収集されたデータや、

過去に収集されたデータの整理や分析、共同研究

への参画、学会発表、論文化といった、一連の研究

活動に学生が主体的に参加できる体制を整備して

いる。 

 こうした研究活動を医学部卒業後もシームレス

に続けることができるよう、初期研修を行いなが

ら大学院に進学したり、研究に参加することがで

きるためのプログラムや、医療機関内に研究室を

設けて研究や社会医学系専攻医としての研修を行

うことができるようにするなどの環境を整備して

いる。 

 卒業生が数名おり、臨床と並行しながら研究を

続けている。モチベーションが高まった状態で視

野を広げるとともに、全国の有志と交流する機会

を提供することは、今後のキャリア形成に大きく

影響するものと期待される。 

 大学内では得られない重要な学びの機会となっ

ている。 

 

（２）対象（高校生、医学生、医師）を考慮したコ

ンテンツの周知および効果的な活用方法の検討 

１．マイナビ・レジデントフェスティバル大阪・同

東京会場に出展し、参加する医学部生に疫学研究

医系技官、疫学研究者、産業医に関する情報提供

を行った。   

令和４年度のマイナビ・レジデントフェスティ

バルで、本展示に登録した参加者数は以下の通り

であった。登録者には、社会医学系専門医協会よ

り、ニュースレター、により情報の周知・共有が図

られている。 
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マイナビ・レジデントフェスティバルでの登録人

数（含、昨年度） 

開催会場 開催日 登録数 

東京 令和 4 年 2 月 6 日 23 人 

オンライン 令和 4年 3月 23 日 75 人 

大阪 令和 4 年 5 月 1 日 35 人 

東京 令和 4年 8月 21 日 20 人 

 

（３）専門領域間のシームレスな関係構築に関す

る検討 

医学系各領域の学会との合同シンポジウム開催

を企画した（医学生、初期臨床研修医向け対策）。

その際、他の領域を専門とする医師を対象に調査

を実施する予定であったが、社会医学系専門医協

会における調査が可能となり、同専門医、指導医

の中にも臨床系専門医を保持する医師が相当数存

在したため、同調査に注力し代替することとした。 

一方、各学会との合同シンポジウム開催等は、

積極的に実施した。具体的には、日本内科学会の

総会でのシンポジウムや医学会連合の関連委員会

において議論を重ねた。また、クロスキャリア等

の新たな社会医学領域、公衆衛生学領域への医師

の確保・育成に関する提案を日本専門医機構に行

った。 

 

 令和４年度に開催した医学系各領域の学会との

合同シンポジウムは以下のとおりである。 

１）第 119 回日本内科学会総会・講演会 

 京都市勧業館（京都市） 

 令和４年 4 月 15 日（金）～17 日（日）会期 

（放映のため・事前収録） 

日本内科学会学術総会・講演会－社会医学系専門

医協会合同シンポジウム 

「臨床医学と社会医学の未来」 

座長： 

 永井 良三（自治医科大学 学長） 

 磯 博康（大阪大学公衆衛生学、日本公衆衛生

学会理事長） 

演者： 

１．主宰会長ごあいさつ 

  稲垣 暢也（京都大学 第 119 回日本内科学会

講演会会長） 

２．座長ごあいさつ 

  永井 良三、磯 博康 

３．趣旨説明：臨床医療・医学と社会医学系専門医 

  今中 雄一（社会医学系専門医協会理事長、京

都大学） 

４．基調講演 

  永井 良三 

５．活動の発表 

 5-1 杉山 雄大（糖尿病内科医）NCGM 糖尿病情

報センター医療政策研究室長・筑波大学准教授 

 5-2 亀田義人（循環器内科医）千葉大学 病院長

企画室・病院経営管理学研究センター特任講師 

 5-3 平木 秀輔（腎臓内科医）北野病院医療情報

部部長 

６．社会医学系専門医の育成 

  和田 裕雄（呼吸器内科医）社会医学系専門医

協会理業務執行理事、順天堂大学 

７．総合ディスカッション 

 

２）第 54 回日本医学教育学会大会 

 G メッセ群馬（高崎市） 

 令和 4 年 8 月 5 日（金）16:30～18:00 

 日本医学教育学会・社会医学系専門医協会合同

シンポジウム 
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 「これからの医学教育学研究について考える」 

座長： 

 錦織 宏（日本医学教育学会、名古屋大学総合医

学教育センター） 

 磯 博康（社会医学系専門医協会、大阪大学大学

院医学系研究科） 

演者： 

１．和田 裕雄（社会医学系専門医協会、順天堂大

学大学院） 

「医学教育と社会医学(Public Health)の研究：非

定量的研究の可能性」 

２．宮地 由佳（日本医学教育学会、京都大学医学

教育・国際化推進センター） 

「医学教育領域の研究とその新展開」 

３．錦織 宏（名古屋大学総合医学教育センター） 

「医学教育学の医学における位置づけ：研究手法

からの視点」 

４． 今中 雄一（京都大学大学院医学研究科） 

「医学教育学と社会医学(Public Health)：研究と

プラクティスの共通点」 

 

３）第 81 回日本公衆衛生学会総会 

   YCC 県民文化ホール（甲府市） 

  令和 4 年 10 月 9 日（日）9:00～9:50  

シンポジウム 

 「公衆衛生学・社会医学領域のシームレスなキ

ャリアとコンピテンシー」 

座長： 

 磯 博康（国立研究開発法人国立国際医療研究セ

ンター国際医療協力局グローバルヘルス政策研 

究センター） 

 今中 雄一（社会医学系専門医協会、京都大学大

学院医学研究科社会健康医学系専攻医療経済学分

野）  

演者： 

１．今中 雄一（社会医学系専門医協会、京都大学

大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療経済学

分野） 

「公衆衛生・社会医学系のキャリアパス」 

２．杉山 雄大（国立国際医療研究センター研究所

糖尿病情報センター、筑波大学医学医療系ヘルス 

サービスリサーチ分野） 

「行政系、教育・研究系・医療系の垣根を超えたキ

ャリアについて」 

３．亀田 義人（千葉大学医学部附属病院病院長企

画室） 

「臨床医学×公衆衛生の考察～健全な病院づくり

と健康なまちづくりの視点から～」  

４．高橋 礼子（愛知医科大学災害医療研究センタ

ー） 

「災害医学からみた社会医学領域のキャリア」 

５．和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科公衆

衛生学講座） 

「社会医学と臨床医学のシームレスな教育：厚生

労働科学研究の紹介」 

 

 以上のシンポジウムを通じて、 

 医学における「専門性」について 

 多様な医学研究の在り方について 

 社会医学・公衆衛生学領域の医師のキャリア

について 

議論を深めた。 

 

水平統合活動として、日本内科学会および日本

医学教育学会との合同シンポジウムを開催し、議

論した。日本における歴史的な診療、研究、教育の
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変遷から社会を視野に入れることが日本の医学に

とって必須であることから、医学諸領域でのシー

ムレスな水平・垂直統合の理論的な根拠について

議論され、さらに「クロスキャリア」について提案

された。「クロスキャリア」とは、現在、各種専門

医制度が確立しつつあり、人生の一時期、臓器別

の専門領域から離れて、社会医学系専門医の研修

を受けることを示す（図３）。一方、理論的には社

会医学・公衆衛生学領域の医師が臨床の臓器別専

門領域の研修を受けるというキャリアも考えられ

る。クロスキャリアを視野に入れることにより、

臓器別領域の専門医は自身のこれまでのキャリア

を考え、さらに他の領域におけるキャリアについ

ても考える機会となる。 

 

図３．クロスキャリアの提案（文献１より改変・引

用） 

 

 また、日本医学教育学会との合同シンポジウム

では、医学教育領域および社会医学・公衆衛生学

領域とで、キャリアの課題あるいは質的研究など

の研究手法の課題などの課題を共有していること

が明らかとなったため、今後も合同シンポジウム

を継続していく予定である。 

 

（４）医療保健福祉関連法令の改定の検討 

医療保健福祉関連法令で定められた組織や会議

体規定の中で、専門領域間のシームレスな関係を

構築し、社会医学系医師の活躍を促進する項目を

整理し、法令の改定の検討を行った。その医療保

険福祉関連法令について精査した結果、社会医学

系専門医の専門性が有用と考えられる事項を以下

の通り挙げられた。 

１）地域における医療及び介護の総合的な確保の

促進に関する法律第三条３ 厚生労働大臣は総合

確保方針の案を作成し～学識経験を有する者その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置

を高ずるものとする。 

２）医療法第三十条の二十三 都道府県は、次に

掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場

（次項において「地域医療対策協議会」という。）

を設け～ 九 その他厚生労働省令で定める者 

→ 施行規則第三十条の三十三の十二 ２ 法第

三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働

省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 

一 独立行政法人国立病院機構 

二 独立行政法人地域医療機能推進機構 

三 地域の医療関係団体 

四 関係市町村 

五 地域住民を代表する団体 

３）医療法施行令 第五条の十六 （都道府県医

療審議会）都道府県医療審議会（以下「審議会」と

いう。）は、委員三十人以内で組織する。第五条の

十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受

ける立場にある者及び学識経験のある者のうちか

ら、都道府県知事が任命する。 

４）医療法 第十六条の四  

臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定

めるところにより、次に掲げる事項を行わなけれ
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ばならない。六 その他厚生労働省令で定める事

項 

→医療法施行規則 第九条の二十五 法第十六条

の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項

は、次のとおりとする。 

一 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するた

めの体制を確保すること。 

二 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確

保すること。 

三 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり

統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制

を確保すること。 

四 次に掲げる安全管理のための体制を確保する

こと。～ 

ホ 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、

委員名簿及び委員の選定理由について、これらの

事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するこ

と及び公表を行うことを当該病院の開設者に求め

ること。 

（１） 委員の数は三人以上とし、委員長及び委

員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のな

い者から選任すること。 

（２） （１）に規定する利害関係のない者には、

次に掲げる者を含むものとすること。 

（ｉ） 医療に係る安全管理又は法律に関する識

見を有する者その他の学識経験を有する者 

５）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第二十四条 各保健所に感染症の診

査に関する協議会（以下この条において「協議会」

という。）を置く。 

５ 委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症

の患者の医療に関し学識経験を有する者（感染症

指定医療機関の医師を除く。）、法律に関し学識経

験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験

を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

ただし、その過半数は、医師のうちから任命しな

ければならない。 

６）労働安全衛生法第九十五条 都道府県労働局

に、労働衛生指導医を置く。 

３ 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験

を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命す

る。 

７）社会保険診療報酬支払基金法第十六条  

基金は、～従たる事務所ごとに、審査委員会を設

けるものとする 

２ 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する

者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちか

ら、定款の定めるところにより、それぞれ幹事長

が委嘱するものと 

８）消防法第三十五条の八 都道府県は、実施基

準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の

搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を

行うための協議会を組織するものとする 

② 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する 

五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める

者 

このほか、現在医師・歯科医師・薬剤師統計にお

ける医師届け出票には多数の学会専門医が並んで

いるが、その中に社会医学系専門医の記載が含ま

れていない。標榜についても、研究班の協議の中

で社会医学系専門医を標榜できる様にしていくこ

とについて議論があった。 

 

Ｄ．考察 

１．キャリアとコンピテンシーについて 

（１）厚生労働科学研究の調査研究活動から見え
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た動向 

 新型コロナウイルス感染症の拡大以降、公衆衛

生学や保健医療行政の重要性はこれまでになく学

生の理解が深まったと考えられ、医学部学生に一

定の関心があることがうかがわれた。 

 

（２）キャリアの水平統合・垂直統合活動 

医師が自身のキャリアについて考察する場合、「専

門医から始まり、ジェネラリストになっていく」

という一般的な日本の医師のキャリアを確認した

うえで、社会医学・公衆衛生学領域のキャリア等

も含めて、医学生あるいは研修医、専門領域の医

師となってからでも、自身のキャリアをプロフェ

ッショナリズムに基づいて、深く、かつ、柔軟に考

察すべきである。 

 そのうえで、社会医学、公衆衛生学領域の医師

のキャリアについての知識の有無を本研究の成果

物を用いて実施したところ、大学入学時には７％、

公衆衛生学・衛生学の講義直前でも 34％と極めて

限られた医学部の学生しか同領域のキャリアにつ

いての情報を得ていないことが明らかとなった

（図４）。この調査結果は、社会医学・公衆衛生学

領域の医学教育は、シームレスな垂直統合が強調

される現在の医学教育体制で、キャリアおよびコ

ンピテンシーの明示の必要性を支持するものと判

断された。また、今後は、高大接続も視野に入れた

垂直統合を推進すべきと考えられた。 

 

図４．社会医学・公衆衛生学領域のキャリアに関

する医学部学生の認知度 

 

 一方、83 大学と国立保健医療科学院の 202 の

研究室・講座のホームページから、社会医学系専

門医協会へのリンクもしくは言及を調べたところ、

合計 8 研究室・講座のホームページにおいてリン

クないし言及を認めた。本家化は、前回調査の 6%

（令和２年 10 月時点、N=84 大学 188 講座）と著

明な改善がないと考えられた。将来的には、各社

会医学系領域機関へ働きかけ、これを 50%とする

ことを目指す。 

 

（３）コンピテンシーの明示について 

 社会医学領域の医師のコンピテンシーは、本研

究班の各種活動、さらには、新型コロナウイルス

感染症禍で明らかとなってきた。以下にまとめる。 

１）公衆衛生医師のコンピテンシー 

 基礎的な臨床能力 

  診療における問題点や課題を把握できる 

  臨床医師が何に困っているのかを把握できる 

  迅速的確な積極的疫学調査 

  それに基づき濃厚接触者を正確に選定できる 

  外出自粛や活動制限が地域住民の健康に及ぼ 

す影響とリスクを把握できること 

 

 基礎的な分析能力 

  地域の流行状況や検査実施状況を把握する 

  地域の医療提供体制を正しく把握 

  以上を分析し評価する 

 

 事業・組織管理能力 

  今後の課題について優先順位をつける 
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  解決のための事業を実施する 

  所属内部について 

   感染症担当への負担軽減 

   人員増強について組織として取り組む 

 

 コミュニケーション能力 

  臨床医師が納得する説明をする 

  （検査や入院先の調整などについて） 

 

 パートナーシップの構築能力 

  平素から地域の医師会役員や基幹病院院長と 

  関係性を構築できること。 

  クラスター発生医療機関と事態の収束に 

  向け連携する 

 

 倫理的行動能力 

  感染者や医療関係者等のプライバシー保護 

  行政医師はこれら求められる能力の向上に努

める 

 

 以上の通り、社会医学領域、公衆衛生学領域の

医師の育成には、生涯にわたり、自身の能力向上

に努める必要があり、社会医学系専門医制度はそ

の一つの機会となりうる。その意味では大学等に

は、 

 公衆衛生マインドを伝える 

 社会医学・公衆衛生の魅力を伝える 

 行政医師の生涯教育を支援する 

ことが求められる。 

 

２）産業医のコンピテンシー 

 産業医に必要なコンピテンシーは、下記に要約

される。 

 医学的知識 

 労働衛生の専門知識 

 コミュニケーション能力 

 問題解決能力 

 柔軟性と対応力 

 倫理観 

 以上のコンピテンシーにより、産業医は労働者

の健康を守り、企業や組織の生産性向上に貢献す

ることで、社会医学を達成する医師として認めら

れると考えられた。 

 

（４）社会医学領域、公衆衛生学領域の医師にお

けるキャリアの課題 

 社会医学系専門医・指導医の更新をしない医師

62 名への調査より、更新しない判断をする原因を

探索した結果、以下の項目が専門医維持と関連す

ると考えられた。 

 

１．専門医・指導医の維持の経済的・時間的労力

を高く感じている 

２．維持の意義やキャリアとの結び付き、人脈

の広がりを感じていない 

３．専門性を活かす場が少ない 

４．年収が少ない 

 

 一方公的委員に就任している者は社会医学系専

門医・指導医の更新意向が高いことが明らかとな

った。 

以上より、社会医学系人材が公的委員として専

任されやすくするしくみの構築、外部ネットワー

クの構築が必要と考えられた。さらに、社会医学

系専門医・指導医の収入増加も社会医学系人材の

キャリア継続の一助となる可能性が示唆された。 
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（５）社会医学系専門医制度を法的位置付けに関

する考察 

 多くの法令には、社会医学系専門医・指導医の

活躍が期待される領域があると考えられる。これ

らについて、社会医学系専門医・指導医の活躍の

実態を示し、専門家指定の時の目安となるよう示

していくことが重要と考えられた。そのほか、医

師・歯科医師・薬剤師統計の中に社会医学系専門

医が入っていないこと、社会医学系専門医の標榜

についての問題も指摘された。 

 

Ｅ．結論 

 令和 3 年度に成立した改正医療法により、臨床

系臓器別領域では、「シームレスな卒前卒後教育体

制の構築」を目指しており、医学部の低学年から、

同領域のキャリア及びコンピテンシー明示の流れ

が加速されると予想される。 

本研究では、学部学生への卒後臨床研修の情報

提供イベント等で、学会における合同シンポジウ

ム開催、あるいは、ウエブサイトからの発信等に

より、同キャリアおよびコンピテンシーの周知が

図られ、さらにシームレスな専門領域間の関係に

関する論点が明らかとなった。 

その結果、学部学生、初期臨床研修医などの若

手医師から中堅医師まで幅広い層へ社会医学領域

への理解が深まることに加え、その中には一定の

割合で同領域を志す医師数が存在するため、本研

究の成果は、近い将来、社会医学・公衆衛生学領域

の医師の人材確保および質的向上に貢献できると

期待される。 
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